
カネミ油症対策について 
 



カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律（概要）H24.8.29成立 

 カネミ油症患者が置かれている事情に鑑み、カネミ油症患者に関する施策に関し、   
①基本理念を定め、②国等の責務を明らかにし、③基本指針の策定について定めるとともに、
④施策の基本となる事項を定めることにより、カネミ油症患者に関する施策を総合的に推進
することを目的とする。 

国
等
の
責
務 

基本指針 
 

厚生労働大臣及び農林水産大臣は、カネミ油
症患者に関する施策の総合的な推進を図る
ため、基本的な指針を策定 

基本的施策 

国 
基本理念にのっとり、 
施策を総合的に策定・実
施 
 
関係地方公共団体 
基本理念にのっとり、 
国との連携を図りつつ、
地域の特性に応じた 
施策を策定・実施 
 
原因事業者 
医療費の支払その他被害
の回復の誠実な実施等 
 
国民 
正しい知識を持ち、カネ
ミ油症患者等が差別され
ないように配慮 

原因事業者による医
療費の支払その他被
害の回復の支援 

カネミ油症患者に対
する医療提供体制の
確保 

診断基準の見直し及
び調査・研究の促進
等 

症状・治療等に関す
る情報の収集・提
供、相談支援の推進 

＊カネミ油症患者の
適切な医療の確保。
生活の質の維持向
上。 
 
＊カネミ油症に関す
る専門的・学際的・
総合的な研究の推進
による診断、治療等
の技術の向上。その
成果の普及・活用・
発展。 
 
＊カネミ油症患者等
の人権が尊重され、
差別されないように
配慮。 
 
＊原因事業者に対す
る国の支援は、カネ
ミ油症患者の生活の
質の維持向上に資す
ることを旨として行
われるものとする。 

基
本
理
念 

カネミ油症患者の健
康状態の把握 

＜附則＞ 
・政府は、法律の施行後三年を目途として、施行状況を勘案し、施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる
ものとする。 
・経済的社会的環境の変化等により原因事業者の事業の継続が困難となることが明らかとなった場合には、この法律の規定について速やかに
検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 19 



        基本指針（概要） H24.11.30施行 

＜医療費の支払の支援＞  
 今後とも、最大限、カネミ倉庫株式会社が保有する倉庫
の有効かつ安定的な活用を図り、将来にわたって医療費が
カネミ倉庫株式会社から確実に支払われるようにする。 
＜一時金の残余等の支払の支援＞ 
 カネミ倉庫株式会社による新たな倉庫の活用のための取
組を支援するとともに、政府所有米穀の保管の委託数量の
拡大等による収入の増加を図り、その利益について一時金
の残余等の支払に適切に充てられるようにする。 
＜上記施策の実施の確保＞ 
 カネミ油症患者に対し医療費や一時金の残余等が確実に
支払われるよう、その状況について把握するとともに、必
要に応じてカネミ倉庫株式会社に対する指導を行う。 

 
 油症の特殊性を踏まえ、油症の調査・研究を更に推進す
るため、油症患者の健康実態調査を実施し、対象者に「健
康調査支援金」を支給する。当面、毎年度実施する。 

 厚生労働省や関係都府県等が医療機関等と調整し、油症
患者受療券が利用可能な医療機関の拡大を図るとともに、
受療券が利用可能な医療機関の一覧を作成し、周知を図
る。 

 
 事件当時の同居家族で健康被害を受けた者が、家族内で
認定結果が分かれることのないよう、油症治療研究班に対
して、診断基準を拡大する方向で速やかに結論をとりまと
めるよう要請する。 
 また、今後とも油症治療研究班への助成を行い、カネミ
油症に関する調査及び研究の効果的な推進を図る。 

 
 油症治療研究班に蓄積される最新の研究成果や医学的知
見及び医師の治療の参考となる症例集を、全国の医療機関
に対して、インターネット等により速やかに情報提供する
等の取組を図る。 
 また、厚生労働省や関係都道府県は、カネミ倉庫株式会
社による医療費の支払等に関するカネミ油症患者からの相
談に対応する。 

○原因事業者による医療費の支払等の被害の回復の支援 

○カネミ油症患者の健康状態の把握 

○カネミ油症の診断基準の見直し、調査、研究 

○カネミ油症に係る医療提供体制の確保 

○カネミ油症の症状、治療等の情報の収集・提供及び相
談支援 

＜カネミ油症に関する正しい知識の普及啓発＞ 
 カネミ油症患者等が不当に差別されることのないよう、
国及び関係地方公共団体は、カネミ油症に関する正しい知
識の普及啓発に努める。 
＜関係団体等による定期的な協議等＞ 
 国、カネミ倉庫株式会社、カネミ油症患者の三者から構
成される定期的な協議の場を設けるとともに、関係省庁か
ら構成される連絡会議の開催を通じ、情報の共有及び施策
の連携を図る。 
  

○カネミ油症患者に関する施策に関するその他の重要事項 
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・２万トン規模の倉庫を活用した
場合で、 

  一人当たり年間５万円程度 
 を支払い 

健康実態調査を当面毎年実施
し、健康調査支援金を 
   一人当たり１９万円 支給 
 

カネミ油症患者に対する総合的な支援策の体系 

認定患者 
の方々 

● カネミ倉庫の事業拡大を
支援し、一時金の残余の
支払いを促進 

● 健康実態調査を実施し、
支援金を支給 

● 診断基準を見直し、 認定
患者を拡大 

● 油症の症状・治療に関する  
最新の研究成果や医学的知見
について、全国の医療機関に 
対する速やかな情報提供を推進 

＜生活面での支援＞ ＜医療面での支援＞ ＜認定範囲の拡大＞ 

・最大限、カネミ倉庫の有効かつ
安定的な活用を図る。 
※政府備蓄米の保管料収入 
 平成23年度：約1億4500万円 
 平成24年度見込：約2億円 

● 将来にわたる安定的な  
医療費の支給を確保 

● 窓口負担が不要となる    
油症患者受療券が利用可能な
医療機関を拡大 
※H25.1.21現在、323箇所 

油症研究の促進 

カネミ油症の患者の方々の要望に沿って、総合的な支援策を実施 

※ 一時金の支払いと健康調査支援金
により、一人当たり年間で２４万円程度
支給 21 



カネミ油症患者に対する総合的な支援策 

 

 患者の方々からは、将来にわたって医療費がカネミ倉庫から確実に支払われるようにすることが、最も求められて
いる。 
 
 これまで政府備蓄米の保管の委託により、カネミ倉庫の経営を支援しているが、今後とも、米穀の在庫管理の運営
状況を随時確認しながら、保管料収入が確保されるよう、最大限、カネミ倉庫の有効かつ安定的な活用を図る。 
 （H23年度；約1億4500万円、H24年度見込；約2億円。） 

 １．将来にわたる安定的な医療費支給の確保 

 

 これまで認定患者には、カネカからの和解等に基づく見舞金（一人平均５３５万円）に加え、カネミ倉庫から和解等
に基づく一時金（一人当たり５００万円）のうち２３万円が支払われているが、当該一時金の残余は、カネミ倉庫と患
者との合意の下で、医療費の支払いを優先し強制執行しないこととされているため、未払いとなっている。 
 このような中で、カネミ倉庫に一定の経常利益が発生した場合には、可能な限り、当該一時金の残余が支払われる
ようにすることが望まれる。 
 
 カネミ倉庫による新たな倉庫の活用のための取組を支援するとともに、政府所有米の保管の委託数量の拡大等が
図られることで、委託料収入の増加によるカネミ倉庫の支払い能力を拡大させた上で、毎年度カネミ倉庫の経営  
状況を確認しつつ、患者の方々の生活の支援のために、委託料収入の増加分が一時金の残余の支払いに適切に
充てられるようにする。  
 ※ 新たに２万トン規模の倉庫を活用した場合、一人当たり年間５万円程度 
 

 ２．カネミ倉庫の事業拡大支援を通じた一時金の残余の支払いのための措置 

 カネミ油症患者の方々への支援については、昭和60年の三大臣（法務大臣、厚生大臣、農林水産大臣）による確

認事項に基づき、政府として、研究・検診・相談事業の推進や政府備蓄米の保管委託によるカネミ倉庫の経営支援
などを行ってきたが、カネミ油症患者の方々からの要望を踏まえ、引き続き、厚生労働省及び農林水産省が連携し
つつ、以下の新たな総合的な支援策を実施する。 
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  患者の方々からは、油症の症状や治療法に詳しい医師が身近にいないとの声がある。 
 
 油症治療研究班に蓄積される最新の研究成果や医学的知見を、全国の医療機関に対して、ホームページ等により
速やかに情報提供する。 

 ６．油症の症状及びその治療に関する情報提供の推進 

 

 患者の方々からは、油症患者受療券（※）を利用できる医療機関を拡大することが求められている。 
 ※ 受療券を提示することにより、医療費の自己負担分が医療機関から直接カネミ倉庫に請求され、患者は窓口での自己負担の支払

いが不要となる。 
 

 カネミ倉庫が個々の医療機関に要請して契約しているが、ニーズ調査を実施した上で、厚生労働省や関係都道府
県等が医療関係団体や医療機関と調整し、受療券が利用可能な医療機関の拡大を図るとともに、受療券が利用可
能な医療機関の一覧を作成し、周知を図る。さらに、厚生労働省及び関係都道府県等において、患者からの医療費
の支払い等に関する相談について、カネミ倉庫への照会を行いつつ対応する。 
 
  

 ５．油症患者受療券が利用可能な医療機関の拡大等 

 

 患者の方々からは、家族内で認定結果が分かれているケースがあるため、「本来認定されるべき者が認定されて
いない」との声がある。 
 

 厚生労働省から油症治療研究班に対して、診断基準の見直しの検討を要請し、平成２４年１２月３日に改定。 
関係都道府県においては、新たな基準に基づき、認定手続きを行う。 

 ４．診断基準の見直しによる認定範囲の拡大 

カネミ油症患者に対する総合的な支援策 

 

 患者の方々からは、ダイオキシン類の直接の経口摂取による健康被害という特殊性を踏まえ、油症の調査・研究を
更に推進するよう求められている。 
 

 油症患者の健康実態調査を実施し、対象者に「健康調査支援金」（一人当たり１９万円）を支給する。関係都道府県
の協力を得ながら、当面、毎年実施する。 

 ３．健康実態調査の実施と支援金の支給 
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今後のスケジュール（案） 

○平成２５年２月末 
   各都道府県等の担当窓口の決定 
 
○平成２５年４月中旬 
   患者認定手続きの完了 
 
○平成２５年４月末（予定） 
   健康実態調査の実施に係る委託費の請求期限 
 
○平成２５年５月～７月末（予定） 
   健康実態調査票の配布・回収 
 
※健康実態調査票の集計後、患者から油症患者受療券の取扱の希望が出さ
れている医療機関に対し、協力要請 
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